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業務実績等報告書様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 政策的意義の高い都市再生等の推進 

    （１）都市政策上の課題解決に資する都市再生の推進 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 都市再生機構法第 11 条第１項第１号から第５号まで及び第９

号並びに附則第 12 条第１項第６号等 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度  Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

コーディネート及び事

業の実施地区数 

（計画値） 

330 地区 － 237 地区 262 地区 260 地区 － － 予算額（百万円） 122,463 133,795 99,907 － － 

コーディネート及び事

業の実施地区数 

（実績値） 

－ － 259 地区 273 地区 267 地区 － － 決算額（百万円） 112,424 101,046 70,383 － － 

達成率 － － 109％ 104％ 103％ － － 経常費用（百万円） 171,372 122,341 98,801 － － 

都市再生事業等に係る

民間建設投資誘発効果 

（計画値） 

1.8 兆円 － 1.4 兆円 1.6 兆円 1.3 兆円 － － 経常利益（百万円） 7,835 47,270 6,284 － － 

都市再生事業等に係る

建設投資誘発効果 

（実績値） 

－ － 1.6 兆円 1.6 兆円 1.3 兆円 － － 行政コスト（百万円） 171,496 122,638 98,939 － － 

達成率 － － 114％ 100％ 100％ － － 従事人員数（人） 752 773 782 － － 

都市再生事業等に係る

経済波及効果 

（計画値） 

3.6 兆円 － 2.8 兆円 3.1 兆円 2.6 兆円 － －       

都市再生事業等に係る

経済波及効果 

（実績値） 

－ － 3.1 兆円 3.1 兆円 2.6 兆円 － － 

 

     

達成率 － － 111％ 100％ 100％ － －       

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による

評価 業務実績 自己評価 

 Ⅲ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事

項 

１．政策的意義の高い都市再生等の

推進 

（１）都市政策上の課題解決に資す

る都市再生の推進 

人口減少・少子高齢化、グローバ

ルな都市間競争の激化、東京一極集

中、都市のスポンジ化の進展、施設・

インフラの老朽化、ＩＣＴ等技術革

新の進展、空き家・空き地の増加等

の経済社会情勢が変化しており、こ

れらの情勢の変化に対応した都市機

能の高度化及び都市の居住環境の向

上を図り、併せて都市の防災に関す

る機能を確保することが必要であ

る。 

都市再生に当たっては、民間の資

金やノウハウを最大限引き出し、そ

れを都市に振り向け、新たな需要を

喚起することが求められている一方

で、多数の関係者間の意見調整等が

難しいことや、権利関係が複雑で調

整が難しいこと等の課題があり、地

方公共団体や民間事業者のみでは都

市再生を進めることに困難な状況が

見られる。 

このため、機構は、こうした状況

を踏まえ、都市再生を的確に推進す

るため、機構の公共性、中立性、ノウ

ハウを活かしたコーディネートを実

施するとともに、民間事業者、地方

公共団体等とのパートナーシップの

下、民間事業者との共同出資による

開発型ＳＰＣの組成等多様な民間連

携手法を活用し、政策的意義の高い

事業を実施することにより、民間投

Ⅰ 国民に対して提供するサービス 

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

１ 政策的意義の高い都市再生等の

推進 

（１）都市政策上の課題解決に資す

る都市再生の推進 

都市再生の推進に当たっては、都

市の国際競争力と魅力を高める都市

の再生、地域経済の活性化とコンパ

クトシティの実現を図る地方都市等

の再生、防災性向上による安全・安心

なまちづくりが必要である。その際

多数の関係者間の意見調整や利害調

整の困難性、公共施設整備と民間の

都市開発事業とのスケジュールのミ

スマッチ、初動期の資金確保の困難

性、用地先行取得等に関する民間事

業者の負担能力を超えたリスク、多

様なニーズに対応するまちづくりに

係る地方公共団体のノウハウ・人材

等が十分でないこと等が都市再生を

推進する上での隘路となっている。 

このため、地域の政策課題を踏ま

えた広域的な視点や公的機関として

の中長期的な視点を持って、機構の

公共性、中立性、ノウハウを活かし、

基本構想の立案から事業計画の策

定、関係者間の段階的な合意形成等

のコーディネートの実施や、民間事

業者・地方公共団体等とのパートナ

ーシップの下、政策的意義の高い事

業を実施することにより、民間投資

を誘発し、都市再生の推進を図る。 

なお、事業等の実施に当たっては、

環境負荷の低減や自然との共生、近

未来技術の社会実装について十分配

慮するとともに、地区の実情に応じ

Ⅰ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

１ 政策的意義の高い都市再生等の

推進 

（１）都市政策上の課題解決に資す

る都市再生の推進 

都市再生の推進に当たっては、都

市の国際競争力と魅力を高める都市

の再生、地域経済の活性化とコンパ

クトシティの実現を図る地方都市等

の再生、防災性向上による安全・安心

なまちづくりが必要である。その際

多数の関係者間の意見調整や利害調

整の困難性、公共施設整備と民間の

都市開発事業とのスケジュールのミ

スマッチ、初動期の資金確保の困難

性、用地先行取得等に関する民間事

業者の負担能力を超えたリスク、多

様なニーズに対応するまちづくりに

係る地方公共団体のノウハウ・人材

等が十分でないこと等が都市再生を

推進する上での隘路となっている。 

このため、地域の政策課題を踏ま

えた広域的な視点や公的機関として

の中長期的な視点を持って、機構の

公共性、中立性、ノウハウを活かし、

基本構想の立案から事業計画の策

定、関係者間の段階的な合意形成等

のコーディネートの実施や、民間事

業者・地方公共団体等とのパートナ

ーシップの下、政策的意義の高い事

業を実施することにより、民間投資

を誘発し、都市再生の推進を図る。 

なお、事業等の実施に当たっては、

環境負荷の低減や自然との共生、近

未来技術の社会実装について十分配

慮するとともに、地区の実情に応じ

＜主な定量的な指標＞ 

 コーディネート及び事業の実施地

区数 

 260 地区 

 将来にわたる民間建築投資誘発効

果、経済波及効果 

 民間建築投資誘発効果 

 １兆 3,000 億円規模 

 経済波及効果 

2 兆 6,000 億円規模 

 

＜その他の指標＞ 

・地方都市等における支援地方公共

団体数（人事交流による人的支援

を含む） 

・防災性向上による安全・安心なま

ちづくりにおける支援地方公共団

体数（人事交流による人的支援を

含む） 

 

＜評価の視点＞ 

・機構の公共性、中立性、ノウハウを

生かした、コーディネートの実施

や、民間事業者・地方公共団体等と

のパートナーシップの下、政策的

意義の高い事業を実施することに

より、民間投資を誘発し、都市再生

の推進を図ったか。 

・都市の国際競争力の強化と都市の

魅力の向上を図るため、大都市等

においては、都市の魅力の向上に

資するプロジェクトに積極的に関

与し、民間事業者等との多様な連

携の下、コーディネート及び都市

再生事業を実施したか。 

・地域経済の活性化とコンパクトシ

ティの実現を図るため、地方公共

団体とのパートナーシップの下、

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

 コーディネート及び事業の実施

地区数 

267 地区 

 将来にわたる民間建築投資誘発

効果、経済波及効果 

 民間建築投資誘発効果 

 １兆 3,000 億円規模 

 経済波及効果 

２兆 6,000 億円規模 

 

＜その他の指標＞ 

・地方都市等における支援地方公共

団体数（人事交流による人的支援

を含む） 

 122 地方公共団体 

・防災性向上による安全・安心なま

ちづくりにおける支援地方公共

団体数（人事交流による人的支援

を含む） 

 44 地方公共団体 

 

Ⅰ-１ 

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（１） 

評定：Ｂ 

 

＜評価の概要＞ 

 令和３年度においては、我が国の

都市政策上の重要課題へ対応する

ため、公的機関ならではの機構の公

平中立性、専門性、事業経験に基づ

くノウハウや人材面での強みを最

大限発揮し、中期目標における重要

度及び難易度「高」の当該目標につ

いて、計画値を上回る 267 地区でコ

ーディネート及び事業を実施した。

各地区の着実な事業等の推進によ

り、民間建築投資誘発効果１兆

3,000 億円規模、経済波及効果２兆

6,000 億円規模の実績をあげた。 

 また、地域経済の活性化とコンパ

クトシティの実現を図るため、国や

地方公共団体等と緊密に連携する

ことで関係構築を進め、全国の地方

公共団体に対応できるように体制

等を整備・強化等し、各地方公共団

体の進めるまちづくりに丁寧かつ

的確に対応した。 

 都市災害対策として防災性向上

や減災対策等を図るため、密集市街

地では地方公共団体等との適切な

連携・役割分担のもと、整備改善・

不燃化促進するとともに、南海トラ

フ地震等による津波被害を想定し

た事前防災まちづくりの推進につ

いても支援した。 

 政策的意義の高い都市再生等の

推進にあたっては、大都市における

競争力を強化する交通インフラの

整備や、地方都市等における地域の
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資を誘発し、都市再生の先導的な役

割を果たすこと。 

 

た多様な事業等手法を活用する。ま

た、地域の多様な主体が参画・連携す

るまちづくりの仕組み・組織である

地域プラットフォームの形成や共同

出資による開発型ＳＰＣの活用等に

より民間事業者等との連携を図る。

さらに、大規模開発や高度利用によ

らない個性や界隈性を活かした長期

的なエリア再生、公的不動産の活用

や公共公益施設再編によるまちづく

り、エリアマネジメント等による持

続可能なまちづくりを推進する。 

併せて、持続的に政策的意義の高

い都市再生を推進するに当たり、機

構が負担する土地の長期保有等の事

業リスクに見合った適正な収益を確

保し、収益の安定化を図る。 

た多様な事業等手法を活用する。ま

た、地域の多様な主体が参画・連携す

るまちづくりの仕組み・組織である

地域プラットフォームの形成や共同

出資による開発型ＳＰＣの活用等に

より民間事業者等との連携を図る。

さらに、交流・滞在空間の創出も視野

に、大規模開発や高度利用によらな

い個性や界隈性を活かした長期的な

エリア再生、公的不動産の活用や公

共公益施設再編によるまちづくり、

エリアマネジメント等による持続可

能なまちづくりを推進する。 

併せて、持続的に政策的意義の高

い都市再生を推進するに当たり、機

構が負担する土地の長期保有等の事

業リスクに見合った適正な収益を確

保し、収益の安定化を図る。 

観光・産業・子育て・福祉・環境等

地域の特性や資源を活かしなが

ら、広域的な視点からまちづくり

を推進したか。 

・都市災害に対する脆弱性の克服、

自然災害が発生した場合における

被害の最小化及び都市機能の安定

的な継続性の確保を図るため、地

方公共団体等を支援し、都市の防

災性の向上や減災対策を推進した

か。 

特性や資源を活かしたまちづくり、

安全・安心なまちづくりに当たって

の都市災害に対する脆弱性の克服

等、複雑で多岐にわたる中で都市政

策上の課題がある。その中で機構は

各地区において、それぞれの地区の

課題や背景に応じて、様々な立ち位

置・役割でまちづくりを実施・支援

しており、機構が関わることで、地

方公共団体や民間事業者だけでは

成しえなかった大規模な整備や新

たな価値の創出、投資の誘発、中長

期的な視点を持ったまちづくりを

実現している。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 都市の国際競争力と魅力を高

める都市の再生 

 「特定都市再生緊急整備地域」全

15 地域のうち 13 地域でコーディネ

ート及び事業を実施するなど、国家

的プロジェクトに積極的に関与し、

未開のマーケット開拓による地域

の新たな魅力創出や、公平中立性を

活かし、輻輳する事業や属性の異な

る権利者等の協議調整をまとめて

いくなど、民間事業者等との多様な

連携の下、都市の国際競争力基盤創

出に大きく貢献した。 

「品川駅周辺エリア（東京都港

区）」においては、リニア開業等とあ

わせたスケジュールを遵守した各

種調整・整備が必要とされている。

機構は、鉄道２者を中心とした関係

者間の調整や関連スケジュールに

合わせた都市計画手続き等を円滑

に実施し、複数の都市基盤整備を一

体的に推進することで、「国際交流

拠点・品川」の実現に寄与した。 

 「広島市基町相生通地区（広島県

広島市）」においては、原爆ドーム周

① 都市の国際競争力と魅力を高め

る都市の再生 

グローバルな都市間競争が激化す

るなか、資金、人材、技術等が集積

し、我が国の経済活動等の中核とし

ての役割を果たす大都市等において

は、我が国経済を牽引することが期

待される産業を育成し、また、グロ

ーバルな業務を展開する企業の拠点

等の立地を促進するため、都市の国

際競争力の強化及び都市の魅力を高

める都市再生を進めることが必要で

ある。 

このため、機構は、大都市等にお

いて、都市の国際競争力の強化に必

要となる経済基盤の確立等に必要不

可欠な国家的プロジェクトや都市の

魅力の向上に資するプロジェクトに

積極的に関与し、これらの実現に向

けたコーディネート及び都市再生事

業を実施すること。 

 

① 都市の国際競争力と魅力を高め

る都市の再生 

国際的な都市間競争の激化に対応

し、都市の国際競争力の強化と都市

の魅力の向上を図るため、大都市等

においては、国際都市に向けた環境

整備、競争力を強化する交通インフ

ラの整備や老朽化したインフラの対

策など、今後の我が国の経済基盤等

の確立に必要不可欠な国家的プロジ

ェクトや、土地利用の高度化、都市機

能の多様化、交通結節機能の強化、公

共空間の創出、都市景観の改善、良質

な住宅供給の促進及び緑化の推進等

による質の高い生活環境の確保な

ど、都市の魅力の向上に資するプロ

ジェクトに積極的に関与し、民間事

業者等との多様な連携の下、これら

の実現に向けた基本構想の立案から

事業計画策定、関係者間の段階的な

合意形成等に係るコーディネート及

び都市再生事業を実施する。 

また、都市再生事業の実施に当た

① 都市の国際競争力と魅力を高め

る都市の再生 

国際的な都市間競争の激化に対応

し、都市の国際競争力の強化と都市

の魅力の向上を図るため、大都市等

においては、国際都市に向けた環境

整備、競争力を強化する交通インフ

ラの整備や老朽化したインフラの対

策など、今後の我が国の経済基盤等

の確立に必要不可欠な国家的プロジ

ェクトや、土地利用の高度化、都市機

能の多様化、交通結節機能の強化、公

共空間の創出、都市景観の改善、良質

な住宅供給の促進及び緑化の推進等

による質の高い生活環境の確保な

ど、都市の魅力の向上に資するプロ

ジェクトに積極的に関与し、民間事

業者等との多様な連携の下、これら

の実現に向けた基本構想の立案から

事業計画策定、関係者間の段階的な

合意形成等に係るコーディネート及

び都市再生事業を実施する。 

また、都市再生事業の実施に当た

① 都市の国際競争力と魅力を高

める都市の再生 

民間事業者等多様な主体との連

携の下、各種制度を活用した事業を

実施した。また、国家的プロジェク

トや拠点駅周辺等において、長期的

な視点を持って、コーディネート及

び事業を実施した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「品川駅周辺エリア（東京都港

区）」においては、土地区画整理事業

の施行者として、駅北周辺地区と駅

街区地区において２つの事業を進

めてきており、令和元年度には高輪

ゲートウェイ駅が開業した。令和３

年度は、駅北周辺地区において民間

事業者による施設建築物の建築工

事の着工や地区計画・特区変更に係

る事業計画変更認可を取得するな

ど、事業を着実に推進した。 

 「広島市基町相生通地区（広島県

広島市）」においては、都市機能の強

化だけでなく、世界遺産（原爆ドー
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っては、市街地再開発事業、土地区画

整理事業等の各種制度を活用して進

める。 

っては、市街地再開発事業、土地区画

整理事業等の各種制度を活用して進

める。 

ム）にふさわしい景観形成やインフ

ラ施設の機能更新が求められてい

る。令和３年度は、これらを実現す

る第一種市街地再開発事業におい

て、機構が代表施行者として事業に

参画し、市・民間事業者間の合意形

成を実現して都市計画決定に至っ

た。 

 「うめきたエリア（大阪府大阪

市）」においては、国家的プロジェク

トとして、産官学連携の下、１期開

発事業から多面的・連続的・継続的

にエリアに関与し、事業展開を行っ

ている。令和３年度は、２期開発区

域において、民間開発事業者への土

地引渡し等により事業を着実に推

進するとともに、地域の団体や企業

と連携して地域価値向上に資する

イベント等を実施した。 

 「東京駅前八重洲地区（東京都千

代田区）」においては、国内最大規模

のバスターミナルの整備を推進し

ている。令和３年度は、バスターミ

ナルの正式名称（「バスターミナル

東京八重洲」）とロゴが決定するな

ど、令和４年度の先行開業に向け

て、事業を着実に推進した。 

 「三宮クロススクエア東地区（兵

庫県神戸市）」においては、各社駅等

をつなぐ公共動線の実現に不可欠

な新駅ビルとその周辺の公共施設

の整備が求められている。令和３年

度は、市・鉄道業者と３者による連

携・協力協定を締結してまちづくり

を進めることに合意し、機構が新駅

ビル事業に共同事業者として参画

することとなった。 

 

辺の景観の改善、事業区域内に位置

する変電所の機能中断しない形で

の更新など、まちの複数課題を一体

的に解消する事業スキームを提案・

構築し、官民連携による都心再生の

リーディングプロジェクトとして

第一種市街地再開発事業を推進し

た。これらを通じて、市の目指すま

ちづくりの実現に寄与している。 

 「うめきたエリア（大阪府大阪

市）」においては、基盤整備（土地区

画整理事業・防災公園街区整備事

業）と民間事業者提案による公共空

間の一体的整備・施設誘導を図るこ

とで、「みどり」と「イノベーション」

の融合拠点の形成を着実に推進す

るとともに、２期開発区域内の芝生

広場「うめきた外庭ＳＱＵＡＲＥ」

においては地域の団体や企業と連

携して地域価値向上に資するイベ

ント等を実施している。これらの施

策を通じて、関西圏の広域中枢拠点

にふさわしいまちづくりと更なる

価値の向上を推進している。 

 「東京駅前八重洲地区（東京都千

代田区）」においては、東地区・北地

区・中地区という３つの第一種市街

地再開発事業を支援。機構が参加組

合員としてバスターミナル床を順

次取得し一体的に管理・運営すると

ともに、一定期間保有することでバ

スターミナル開業後の稼働・経営の

安定を下支えすることを計画して

いる。これらの施策により、国際都

市東京の玄関口にふさわしい交通

結節機能の強化の実現に寄与して

いる。 

 「三宮クロススクエア東地区（兵

庫県神戸市）」においては、機構の経

験・ノウハウを活かして市・鉄道業

者間の計画調整を実施し、新駅ビル

②地域経済の活性化とコンパクトシ

ティの実現を図る地方都市等の再生 

周辺地域を含む地域全体の活力の

② 地域経済の活性化とコンパクト

シティの実現を図る地方都市等の再

生 

② 地域経済の活性化とコンパクト

シティの実現を図る地方都市等の再

生 

② 地域経済の活性化とコンパク

トシティの実現を図る地方都市等

の再生 
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源泉である地方都市等においては、

地方公共団体による持続可能な都市

経営を実現するため、地方公共団体

等を支援し、地域経済の活性化及び

一定の人口密度を保ち都市機能を適

正に配置したコンパクトシティの実

現を図る都市再生を進めることが必

要である。 

このため、機構は、地方都市等に

おける現状を踏まえ、取組を一層強

化・推進することとし、地方公共団

体等と連携しつつ、各地域の持つ資

源や特性を踏まえ、地域経済の活性

化とコンパクトシティの実現を図る

政策立案・施策の具体化段階におけ

るまちづくりの構想や計画づくり、

施策の具体化等に係るコーディネー

ト及び都市再生事業を実施するこ

と。 

 

地方公共団体による持続可能な都

市経営を実現するため、地方公共団

体等を支援し、地方都市や大都市圏

の近郊都市においては、地域経済の

活性化及び一定の人口密度を保ち都

市機能を適正に配置したコンパクト

シティの実現に向けた都市構造の再

構築を推進する。 

その際、地域経済の活性化とコン

パクトシティの実現を図るため、地

方公共団体とのパートナーシップの

下、観光・産業・子育て・福祉・環境

等地域の特性や資源を活かしなが

ら、広域的な視点からまちづくりを

推進し、まちづくりの構想の立案、計

画づくり、施策の具体化、関係者間の

段階的な合意形成等に係るコーディ

ネートを実施するとともに、集約す

べき地域への都市機能・居住の誘導、

遊休不動産や既存建物の有効活用、

機構による土地等の長期保有を含め

た低未利用地の再編や老朽建物の再

整備等を実施する。 

また、事業等の実施に当たっては、

国や地方公共団体の施策との連携、

民間事業者等との連携等を図りなが

ら、機構が有するノウハウ・人材・ネ

ットワークを活用して進める。 

地方公共団体による持続可能な都

市経営を実現するため、地方公共団

体等を支援し、地方都市や大都市圏

の近郊都市においては、地域経済の

活性化及び一定の人口密度を保ち都

市機能を適正に配置したコンパクト

シティの実現に向けた都市構造の再

構築を推進する。 

その際、地域経済の活性化とコン

パクトシティの実現を図るため、地

方公共団体とのパートナーシップの

下、観光・産業・子育て・福祉・環境

等地域の特性や資源を活かしなが

ら、広域的な視点からまちづくりを

推進し、まちづくりの構想の立案、計

画づくり、施策の具体化、関係者間の

段階的な合意形成等に係るコーディ

ネートを実施するとともに、集約す

べき地域への都市機能・居住の誘導、

遊休不動産や既存建物の有効活用、

機構による土地等の長期保有を含め

た低未利用地の再編や老朽建物の再

整備等を実施する。 

また、事業等の実施に当たっては、

国や地方公共団体の施策との連携、

民間事業者等との連携等を図りなが

ら、機構が有するノウハウ・人材・ネ

ットワークを活用して進める。 

地方公共団体とのパートナーシ

ップの下、地方都市が抱える様々な

課題の解決に向け、コーディネート

及び事業による地方公共団体の支

援を積極的に推進し、国土交通省の

「新しいまちづくりのモデル都市」

や「ウォーカブル推進都市」への支

援を実施した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「長岡市中心市街地（新潟県長岡

市）」においては、機動的な土地取

得・保有等により、市主導のまちづ

くりを支援・補完し、第一種市街地

再開発事業を推進している。令和３

年度は、施行者として第一種市街地

再開発事業を着実に進捗させるこ

とで起工式を迎え、建築工事に着工

した。 

 「荒尾市街地地区（熊本県荒尾

市）」においては、市が掲げるウェル

ネスシティの実現に向け、市の基本

構想策定の検討等に対する各種支

援を行っており、令和３年度は、ウ

ェルネス拠点施設に係る実施方針

の策定や民間事業者の公募に至っ

た。 

 「美波町（徳島県）」においては、

平成 30 年の協力協定の締結以降、

高台での公園整備等の技術支援を

行ってきた。令和３年度は、地元に

おける技術支援の拠点等として活

用するサテライトオフィスをオー

プンした。 

 

と公共施設を一体で整備する計画

となっている。本整備を通じて、各

社駅をつなぐ公共動線や人と公共

交通優先の道路空間の実現に貢献

し、市の重要施策である三宮周辺の

再整備を推進する。 

 

② 地域経済の活性化とコンパク

トシティの実現を図る地方都市等

の再生 

 国や地方公共団体等と緊密に連

携することで関係構築を深め、コロ

ナ禍でも全国の地方公共団体に対

応できるよう体制等を整備・強化等

したことにより、機構の認知度が

徐々に浸透し、地方公共団体からの

相談が着実に増加した。また、それ

ら多種多様な相談・課題に対し、地

域の特性や資源を活かすことを念

頭に置き、広域的な視点をもって、

各地方公共団体の進めるまちづく

りに丁寧かつ的確に対応した。まち

づくり関連計画の検討、官民連携に

よるまちづくり組織の立ち上げ等

の支援を通じ、各地方公共団体が掲

げるＫＰＩ（重要業績評価指標）の

実現に寄与し、122 の地方公共団体

の支援を実施するに至った。 

 「長岡市中心市街地（新潟県長岡

市）」においては、面的かつ継続的に

事業に関与し、同エリアの核となる

第一種市街地再開発事業を推進し

ている。また、地元主導かつ持続可

能なまちづくりへの転換に寄与す

るよう取得土地の活用方策を検討

したり、イノベーション創出に向け

た研究に協力機関として参画する

など、市の目指すまちづくりの実現

に貢献している。 

 「荒尾市街地地区（熊本県荒尾

市）」においては、機構のノウハウを

③防災性向上による安全・安心なま

ちづくり 

自然災害の頻発化・甚大化、密集

市街地の存在、南海トラフ地震、首

都直下地震等の発生の危険性の高ま

り等災害に係る課題が存在してお

り、大規模な自然災害等が発生した

③ 防災性向上による安全・安心な

まちづくり 

都市災害に対する脆弱性の克服、

自然災害が発生した場合における被

害の最小化及び都市機能の安定的な

継続性の確保を図るため、地方公共

団体等を支援し、密集市街地等の防

③ 防災性向上による安全・安心な

まちづくり 

都市災害に対する脆弱性の克服、

自然災害が発生した場合における被

害の最小化及び都市機能の安定的な

継続性の確保を図るため、地方公共

団体等を支援し、密集市街地等の防

③ 防災性向上による安全・安心な

まちづくり 

 安全・安心なまちづくりを推進す

るため、地方公共団体等との適切な

役割分担の下、密集市街地の整備改

善や事前防災まちづくりを積極的

に推進した。 
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場合における都市の人的被害・経済

的被害の最小化や都市機能の安定的

な継続性の確保を図るため、地方公

共団体等を支援し、必要な措置があ

らかじめ講じられた防災性向上によ

る安全・安心なまちづくりを進める

ことが必要である。 

このため、機構は、都市災害に対

する脆弱性の克服のため、密集市街

地等の防災対策の推進が必要な区域

において、地方公共団体等と連携し、

都市の防災性の向上と減災対策を推

進するとともに、東日本大震災にお

ける復旧・復興支援等でこれまで培

ってきた経験・実績を活かし、南海

トラフ地震対策等の事前防災に向け

た取組を推進すること。 

また、マンションの管理者等から

の委託を受けた場合において、老朽

化等により除却する必要のある分譲

マンションの再生に向けたコーディ

ネートを実施すること。 

 

災対策の推進が必要な区域において

は、地方公共団体等と連携の上、道

路・防災公園等のインフラ整備、老朽

化したマンション等住宅・建築物の

更新などによる耐震化、ターミナル

駅周辺等の帰宅困難者対策、備蓄物

資等を確保した災害に強い拠点の整

備など、都市の防災性の向上や減災

対策を推進する。 

密集市街地の整備改善に当たって

は、協議会や計画策定への支援、避難

路等及びこれと一体的な沿道市街地

の整備、土地取得等を通じた老朽木

造建築物の更新等による不燃化促進

や従前居住者用賃貸住宅の整備に加

え、生活支援機能の導入等の住環境

の向上も含めた総合的な取組を推進

する。 

また、南海トラフ地震等に備える

地方公共団体等に対して、東日本大

震災における復旧・復興支援等から

得た経験を踏まえた計画策定や避難

施設の配置などに係る支援を通じて

事前防災まちづくりを促進する。 

マンションの管理者等からの委託

を受けた場合には、老朽化等により

除却する必要のある分譲マンション

の再生に向けたコーディネートを実

施する。 

災対策の推進が必要な区域において

は、地方公共団体等と連携の上、道

路・防災公園等のインフラ整備、老朽

化したマンション等住宅・建築物の

更新などによる耐震化、ターミナル

駅周辺等の帰宅困難者対策、備蓄物

資等を確保した災害に強い拠点の整

備など、都市の防災性の向上や減災

対策を推進する。 

密集市街地の整備改善に当たって

は、協議会や計画策定への支援、避難

路等及びこれと一体的な沿道市街地

の整備、土地取得等を通じた老朽木

造建築物の更新等による不燃化促進

や従前居住者用賃貸住宅の整備に加

え、生活支援機能の導入等の住環境

の向上も含めた総合的な取組を推進

する。 

また、南海トラフ地震等に備える

地方公共団体等に対して、東日本大

震災における復旧・復興支援等から

得た経験を踏まえた計画策定や避難

施設の配置などに係る支援を通じて

事前防災まちづくりを促進する。 

マンションの管理者等からの委託

を受けた場合には、老朽化等により

除却する必要のある分譲マンション

の再生に向けたコーディネートを実

施する。 

首都圏では 23 区を中心に多数の

自治体の要請を受け、多様な事業メ

ニューを活用した密集市街地改善

を推進した。関西圏においては、他

の政策上の課題や優先順位等の問

題上、東京都と比べ密集市街地改善

が進んでいなかったが、地方公共団

体の意欲等を足掛かりとして密集

市街地改善に着手した。令和３年度

においては全国 19 エリア（首都圏

17 エリア、関西圏２エリア）にて事

業中である。 

また、南海トラフ地震対策等の事

前防災まちづくりの推進が求めら

れている中で、令和３年度は徳島県

や高知県において各種支援を実施

した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「千葉市蘇我スポーツ公園（千葉

県千葉市）」においては、大規模製鉄

所の移転に伴い発生した跡地の土

地利用転換が長期間にわたって行

われてきた。令和３年度は、全ての

整備が完了し、令和４年度当初に公

園が全面的に供用開始される予定

となっている。 

 「藤枝総合運動公園（静岡県藤枝

市）」においては、過去に機構が整備

した大規模公園施設について、短期

間で改修し供用開始する必要があ

り、機構は設計・工事を受注してい

るところ。令和３年度は、一部箇所

の改修工事に着手するなど、整備を

着実に推進している。 

 高知県においては、南海トラフ地

震等による市街地の被害が想定さ

れる中、事前防災まちづくりの推進

が喫緊の課題となっている。機構は

高知県事前復興まちづくり計画策

定指針検討会に委員として参画し、

助言・支援を行ってきた。令和３年

活かして、市が行うウェルネスタウ

ンの実現に向けた各種都市機能立

地の誘導支援やスマートシティ推

進構想の実現に向けて協力した。ま

た、土地区画整理事業の技術支援を

行い、競馬場跡地の大規模な土地利

用転換を推進するなど、市の目指す

まちづくりの実現に寄与している。 

 「美波町（徳島県）」においては、

安全・安心な暮らしを実現する防災

への取組と、サテライトオフィスの

誘致をはじめとする過疎地域振興

の取組が推進されている。機構は、

ノウハウを活かした技術支援を行

い、津波防災まちづくりを推進する

とともに、サテライトオフィスの設

置により町の目指す過疎地域活性

化への貢献を企図している。 

 

③ 防災性向上による安全・安心な

まちづくり 

 都市災害対策として防災性向上

や減災対策等を推進するため、密集

市街地では、地方公共団体等との適

切な連携・役割分担のもと、老朽木

造住宅の密集による建物倒壊や延

焼の危険性の高さ、狭隘な地区内道

路による住民の避難や緊急車両の

進入の困難さ等の地区の特性によ

って異なる課題に寄り添い、多様な

事業メニューを活用した支援を行

うことで、整備改善・不燃化促進に

大きく貢献した。 

また、東日本大震災における復興

支援等から得た経験を踏まえ、南海

トラフ地震による津波被害を想定

した事前防災まちづくりの支援も

推進した。 

これらの結果、防災性向上による

安全・安心なまちづくりに関し、44

の地方公共団体の支援を実施する
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度は、当該委員会で構築された関係

を基に、黒潮町と津波防災まちづく

りの推進に向けた協定を締結した。 

に至った。 

 「千葉市蘇我スポーツ公園（千葉

県千葉市）」においては、土地区画整

理事業・街路整備・防災公園整備等

の 20 年間に及ぶ市街地整備により

大規模低未利用地の土地利用転換

を実施した。民間工場跡地を防災公

園として再生し、市策定「蘇我特定

地区」整備計画で目指す、平常時は

スポーツ振興、災害時は広域防災の

拠点とする公園づくりを実現した。 

 「藤枝総合運動公園（静岡県藤枝

市）」においては、機構が過去に整備

した大規模公園施設の再整備に参

画している。機構がノウハウ・マン

パワーを補完し、防災機能を持つサ

ッカー場の再整備を限られたスケ

ジュールを遵守して実施すること

で、危機管理体制の強化・サッカー

を核としたまちづくりの推進とい

う市の重要施策の実現に寄与して

いる。 

高知県内においては、高知県との

関係構築を契機として、県内の市町

に対して、東日本大震災における復

旧・復興支援等の経験を活かした支

援等を行い、事前防災まちづくりの

推進に寄与した。 

このように、量及び質ともに年度

計画と同等の成果をあげた点を考

慮し、Ｂ評定とする。 

 これまでの経験や専門知識を活か

しつつ、都市政策上の課題解決に資

する都市再生を推進するため、中期

目標期間中に 330 地区においてコー

ディネート及び事業を実施し、中期

目標期間以降も含めて、将来的に１

兆 8,000 億円規模の民間建築投資を

誘発し、３兆 6,000 億円規模の経済

波及効果を見込む。 

これまでの経験や専門知識を活か

しつつ、都市政策上の課題解決に資

する都市再生を推進するため、令和

３年度中に 260 地区においてコーデ

ィネート及び事業を実施し、中期目

標期間以降も含めて、将来的に１兆

3,000 億円規模（累計で１兆 6,000 億

円規模）の民間建築投資を誘発し、２

兆 6,000 億円規模（累計で３兆 1,000

億円規模）の経済波及効果を見込む。 

  

 

４．その他参考情報 

２．主要な経年データ②主要なインプット情報に記載の予算額と決算額に１．１倍以上の乖離がある理由は、不用による減によるものである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 政策的意義の高い都市再生等の推進 

    （２）災害からの復旧・復興支援 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 都市再生機構法第 11 条等 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度  Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

機構の働きかけによる

啓発活動の実施回数

（計画値） 

50 回 － 10 回 10 回 10 回 － － 予算額（百万円） 122,463 133,795 99,907 － － 

機構の働きかけによる

啓発活動の実施回数

（実績値） 

－ － 27 回 18 回 34 回 － － 決算額（百万円） 112,424 101,046 70,383 － － 

達成率 － － 270％ 180％ 340％ － － 経常費用（百万円） 171,372 122,341 98,801 － － 

復旧・復興に資する機構

との関係構築を行った

地方公共団体の数 

（計画値） 

50 団体 － 10 団体 10 団体 10 団体 － － 経常利益（百万円） 7,835 47,270 6,284 － － 

復旧・復興に資する機構

との関係構築を行った

地方公共団体の数 

（実績値） 

－ － 18 団体 13 団体 14 団体 － － 行政コスト（百万円） 171,49 122,638 98,939 － － 

達成率 － － 180％ 130％ 140％ － － 従事人員数（人） 752 773 782 － － 

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣によ

る評価 業務実績 自己評価 

 （２）災害からの復旧・復興支援 

南海トラフ地震や首都直下地震、

豪雨災害等の大規模な自然災害等が

発生するおそれのあるなか、大規模

な自然災害等が発生した場合におけ

る被災地域の復旧・復興を円滑に実

施することが必要である。 

このため、機構は、東日本大震災に

おける復旧・復興支援等でこれまで

培ってきた経験・実績や保有する専

門性、ノウハウを活かし、次の取組を

行うこと。 

・災害が発生した場合において、復

旧・復興を促進するため、国等から

の要請・依頼に応じ、発災後の初動

対応、復興に係るコーディネート

等に積極的に取り組むこと。 

・災害発生時の迅速な対応が可能と

なるよう、人材の育成、ノウハウの

蓄積・継承を行うとともに、復旧・

復興支援に取り組むことができる

機構の組織体制を構築すること。 

・地方公共団体等における人材の育

成、ノウハウの醸成、復旧・復興へ

の対応能力の向上を図るため、事

前防災、復旧支援及び復興支援に

係る研修や啓発活動、復旧・復興に

資する機構と地方公共団体等との

関係構築を行うこと。 

（２）災害からの復旧・復興支援 

南海トラフ地震や首都直下地震、

豪雨災害等の大規模な自然災害等が

発生するおそれのあるなか、国、関係

機関との連携の強化を図り、地方公

共団体等に対し機構の事前防災及び

復旧・復興支援に係る啓発活動を行

うとともに、災害発生時には地方公

共団体に対して、東日本大震災にお

ける復旧・復興支援等から得た経験

を活かした積極的な支援を行う。 

（２）災害からの復旧・復興支援 

南海トラフ地震や首都直下地震、

豪雨災害等の大規模な自然災害等が

発生するおそれのあるなか、令和元

年７月に災害対策基本法における指

定公共機関に指定されたことを踏ま

え、国、関係機関との更なる連携の強

化を図り、地方公共団体等に対し機

構の事前防災及び復旧・復興支援に

係る啓発活動を行うとともに、災害

発生時には地方公共団体に対して、

東日本大震災における復旧・復興支

援等から得た経験を活かした積極的

な支援を行う。 

 

＜主な定量的な指標＞ 

・機構の働きかけによる啓発活動の

実施回数 10 回 

・復旧・復興に資する機構との関係構

築を行った地方公共団体の数 

 10 団体 

 

＜その他の指標＞ 

・被災地方公共団体への被災建築物

応急危険度判定士、被災宅地危険度

判定士、応急仮設住宅建設支援要員

その他職員派遣数 

・被災地方公共団体との間で締結し

た発災後支援に係る協定等の件数 

・災害発生に伴い被災地方公共団体

から要請を受けた災害復興等のコ

ーディネート及び事業（災害発生に

伴い被災地方公共団体からの要請

に基づく市街地整備、災害公営住宅

の建設等）の実施地区数等 

・災害発生時の迅速かつ円滑な復旧・

復興支援のための機構職員に対す

る訓練、研修等の実施回数 

 

＜評価の視点＞ 

・災害発生時には、地方公共団体に対

して、東日本大震災における復旧・

復興支援等から得た経験を生かし

た積極的な支援を行ったか。 

・国・関係機関との連携の強化を図

り、地方公共団体等に対して事前防

災及び復旧・復興支援に係る啓発活

動を行ったか。 

・これまでの復旧・復興支援の経験を

活かし、地方公共団体等と、関係部

局間における連絡体制の構築等復

旧・復興に資する関係を構築した 

か。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・機構の働きかけによる啓発活動の

実施回数 34 回 

・復旧・復興に資する機構との関係

構築を行った地方公共団体等の

数 14 団体 

 

＜その他の指標＞ 

・被災地方公共団体への支援職員の

派遣数 30 人・日 

・災害発生時の迅速かつ円滑な復

旧・復興支援のための機構職員に

対する訓練、研修等の実施回数 

９回 

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（２） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

豪雨や地震の発災前又は直後か

ら、地方整備局へのリエゾン派遣や

国、地方整備局へのメール等による

情報収集を迅速に実施するととも

に、大規模災害時には職員のべ30

人・日による支援を実施し、被災者

の迅速な生活再建支援に寄与した。

特に被害が甚大であった静岡県熱

海市においては、職員を派遣して住

家の被害認定業務支援を実施し、熱

海市長からお礼状を受領した。 

長野県佐久地域における災害復

旧工事マネジメント業務は、当業務

の効果と知見を取りまとめる目的

で実施した災害復旧に支援に係る

勉強会における成果をリーフレッ

トとしてとりまとめるとともに、国

土交通省が実施する「市町村におけ

る災害復旧事業の円滑な実施のた

めのガイドライン検討会」に提供

し、佐久の事例が好事例として紹介

された。 

激甚化する災害への対応として、

「江の川流域治水推進室」（以下、

推進室という。）への技術的支援に

おいては、推進室への支援、「治水

とまちづくり連携計画」策定への貢

献により推進室から感謝状を受領

した。 

豪雨災害が頻発している九州支

社に実員を配置したほか、人材育成

においては６回の研修にのべ314人

が参加するなど、災害時に円滑に対

応できる体制を強化した。 

 

① 災害からの復旧支援 

災害が発生した際には、窓口を通

じた情報収集や支援準備等初動対応

を図る。また、国等からの要請・依頼

に応じて、危険度判定士や応急仮設

住宅建設支援要員の派遣等の支援を

迅速に行うとともに、応急借上げ住

宅としてのＵＲ賃貸住宅（機構が供

給し、管理する賃貸住宅をいう。以下

同じ。）の貸与や応急仮設住宅の建設

用地の提供等を行う。 

① 災害からの復旧支援 

災害が発生した際には、窓口を通

じた情報収集や支援準備等初動対応

を図る。また、国等からの要請・依頼

に応じて、危険度判定士や応急仮設

住宅建設支援要員の派遣、住家の被

害認定調査等の支援を迅速に行うと

ともに、応急借上げ住宅としてのＵ

Ｒ賃貸住宅（機構が供給し、管理する

賃貸住宅をいう。以下同じ。）の貸与

や応急仮設住宅の建設用地の提供等

を行う。 

 

① 災害からの復旧支援 

静岡県熱海市をはじめとして広

域に甚大な被害をもたらした令和

３年７月１日からの大雨及び令和

３年８月の大雨において、九州地方

整備局へのリエゾン派遣、国・地方

整備局へのメール連絡等、積極的に

情報収集にあたった。具体の支援と

しては、令和３年７月１日からの大

雨においては内閣府との連携協定

に基づき、罹災証明書発行のために

必要となる住家の被害認定調査に

関して、被災した５県(静岡県、広島

県、鹿児島県、鳥取県、島根県)に対

しのべ 18 人・日の支援を実施し、令

和３年８月の大雨においては、被災

した４県（福岡県、長野県、岐阜県、

佐賀県）に対しのべ５人・日の支援

を実施した。また、令和４年福島県

沖を震源とする地震においては、被

災した２県（福島県、宮城県）に対

しのべ７人・日の支援を実施した。

上記の災害を含めて、国や地方整備
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局に対する情報収集を 11回行った。 啓発活動では、令和３年８月に完

成した東日本大震災の復興事業誌

を活用し、東日本大震災の教訓等に

ついての講演・講義等を９回実施し

たほか、住家の被害認定業務説明会

における講義を17回実施し、年度計

画を大きく上回る34回（計画値対比

340％）の啓発活動により地方公共

団体等の災害対応力の向上に寄与

した。なお、令和元年度以降の実績

が計79回となり、今中期計画期間の

目標である50回を達成した。 

関係構築については、新たに人員

を配置した九州の県、過去の被災県

を中心として 14 団体（計画値対比

140％）と新規の関係づくりを進め

るとともに、既に関係を構築してい

る団体のニーズに対応したセミナ

ーや講義の実施、共同研究の継続等

によりさらなる連携を強化し、地方

公共団体等の災害対応力向上に寄

与した。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 災害からの復旧支援 

豪雨や地震の発災前又は直後か

ら、地方整備局へのリエゾン派遣や

国、地方整備局へのメール等による

情報収集を迅速に実施したほか、住

家の被害認定業務支援においては、

令和３年度より機構が市町村向け

の説明会において概要、留意点、調

査方法等についての講義を実施し

た。また、令和３年７月１日からの

大雨においては、静岡県熱海市の土

砂災害被害が甚大であったことか

ら、現地への派遣による調査計画の

策定支援をのべ８人・日実施し、熱

海市長よりお礼状を受領するなど、

被災者の生活再建支援に寄与した。 

② 災害からの復興支援 

② 災害からの復興支援 

これまでの復興支援の経験を活か

し、国等からの要請・依頼があった場

合は、復興に係るコーディネート等

積極的な支援を行う。 

また、平成 28 年熊本地震にかかる

災害公営住宅の建設等については、

被災市町の意向を踏まえ、迅速かつ

適切に実施する。 

② 災害からの復興支援 

これまでの復興支援の経験を活か

し、国等からの要請・依頼があった場

合は、復興に係るコーディネート等

積極的な支援を行う。 

平成 28 年熊本地震にかかる復興

支援については、被災地方公共団体

の意向を踏まえ、引き続き適切に実

施する。また、令和元年東日本台風で

甚大な被害のあった長野県における

災害復旧工事マネジメント業務を適

切に実施するとともに、効果検証を

行う。 

② 災害からの復興支援 

令和元年東日本台風にて、甚大な

被害を受けた長野県佐久地域にお

いて、約 700 箇所に及ぶ公共土木施

設をはじめとした災害復旧工事の

円滑な推進・早期完了を目的とし、

多数の発注者間や多種多様な復旧

工事間の横断的な調整を実施した

「災害復旧工事マネジメント業務」

が、令和３年９月に完了した。 

令和３年度は学識・専門家等によ

る「佐久地域を例とした災害復旧支

援に係る勉強会」（以下、災害復旧支

援に係る勉強会という。）を設置し、

令和４年３月に本業務の効果や他

地域での活用に向けた留意点等を

とりまとめたリーフレットを作成

し記者発表を行った。令和４年度は

本リーフレットを活用し地方公共

団体への災害復旧工事マネジメン

ト業務の普及・啓発に取り組んでい

く。また、令和３・４年度に国土交

通省が実施する学識等により構成

された「市町村における災害復旧事

業の円滑な実施のためのガイドラ

イン検討会」において、ガイドライ

ンの作成及び災害復旧に係る制度

改善の実現を目的とした検討が実

施されており、機構も委員として協

力、勉強会の成果を提供し佐久の事

例は勉強会において好事例として

紹介された。 

頻発化・激甚化する豪雨災害への

対応として、流域治水関連法が整備

され、防集法（防災のための集団移

転促進事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律）と機構法の改

正により、機構は全国の地方公共団

体からの委託に基づき、防災集団移

転促進事業を実施することが可能
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となった。 

令和３年４月、過去多くの洪水被

害が発生している江の川水系にお

いては、国、島根県、広島県、沿川

市町（江津市、川本町、三郷町、邑

南町、三次市、安芸高田市）により

設置された「江の川流域治水推進

室」（以下、推進室という。）と機構

の間で河川整備とまちづくりの一

体的推進を目的とした覚書を締結

し、推進室に対する技術的支援を開

始した。機構は東日本大震災からの

復興やまちづくりにおけるノウハ

ウを活用して、推進室による沿川市

町の方針や地元の意向を踏まえた

共通指針作成を支援し、推進室は令

和４年３月に「治水とまちづくり連

携計画（江の川中下流域マスタープ

ラン）【第１版】」を全国に先駆けて

策定・公表した。令和４年度につい

ては、整備方針が固まった地区に対

する地区別計画の策定及び事業推

進等の支援を実施していく。また、

その他の地域（武雄河川事務所、福

島県玉川村、茨城県大洗町）からも

防災集団移転促進事業に関する相

談を受け、相談対応を実施してい

る。 

長野県佐久地域において実施し

た災害復旧工事マネジメント業務

においては、令和３年９月に業務を

完了した。災害復旧支援に係る勉強

会において、主に「各種会議体の運

営による多様な災害復旧工事関係

者間の協力体制の構築」「多様な災

害復旧工事に係る情報集約と分析

による課題の見える化と共有」「施

工時期の平準化や工事資源（資材や

労務）の最適化調整による必要資材

の安定確保」の３点で災害復旧工事

マネジメント業務による効果を発

揮したという評価を確認できたた

め、今後、円滑な災害復旧を行うた

めに、地方公共団体や事業者等に対

して、災害復旧工事マネジメント業

務の普及・啓発を目的としてリーフ

レットを作成した。 

令和４年度においては、災害復旧

対象施設の数及び種類が多く発注

者が多岐にわたる場合や、被災エリ

ア全体の早期復旧が求められる場

合等に活用できるよう地方公共団

体への普及を実施していく。また、

国土交通省の「市町村における災害

復旧事業の円滑な実施のためのガ

イドライン検討会」に機構も委員と

して参画し協力、当勉強会の成果を

提供し、佐久の事例は好事例として

紹介された。 

江の川流域治水推進室への技術

的支援においては、流域市町の方針

や地元意向を踏まえた河川整備計

画についての検討支援や「治水とま

ちづくり連携計画（江の川中下流域

マスタープラン）」の策定支援につ

いて、推進室から感謝状を受領し

た。なお、防災集団移転促進事業に

ついては、江の川流域市町以外にも

相談を受け、地域や集落のあり方に

③ 発災時の円滑な対応に向けた活  

動 

災害の発生に備え、内部研修等を

通じて復旧・復興支援に対応できる

人材の育成、ノウハウの蓄積・継承を

図るとともに、災害発生時に復旧や

復興初動期の支援を迅速に実施でき

る機構内の体制を確保する。 

また、地方公共団体等における人

材の育成、ノウハウの醸成、復旧・復

興への対応能力の向上を図るため、

これまでの復旧・復興支援の経験を

活かし、地方公共団体等に対し、事前

③ 発災時の円滑な対応に向けた活

動 

災害の発生に備え、外部の専門家

の知見の活用や内部研修等を通じて

復旧・復興支援に対応できる人材の

育成、ノウハウの蓄積・継承を図ると

ともに、災害発生時に復旧や復興初

動期の支援を迅速に実施できる機構

内の体制を確保する。また、地方公共

団体等における人材の育成、ノウハ

ウの醸成、復旧・復興への対応能力の

向上を図るため、これまでの復旧・復

興支援の経験を活かし、地方公共団

③  発災時の円滑な対応に向けた

活動 

令和３年４月から、近年豪雨災害

が頻発している九州支社に実員を

配置し、体制を整備した。人材育成

や訓練については、全国の本部、支

社、事務所等を対象とした研修を６

回、訓練を３回実施した。具体な研

修としては、住家の被害認定業務研

修（中級）を６月の出水期前に実施

したほか、近畿市町村災害復旧相互

支援機構（関係構築にも記載）への

派遣候補者向け説明会、復興ノウハ
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防災、復旧支援及びコンストラクシ

ョン・マネジメント方式（ＣＭ方式）

を含む復興支援に係る研修や啓発活

動を 50 回実施することに加え、50 団

体の地方公共団体等と、関係部局間

における連絡体制の構築等復旧・復

興に資する関係を構築する。 

体等に対し、事前防災、復旧支援及び

コンストラクション・マネジメント

方式（ＣＭ方式）を含む復興支援に係

る研修や啓発活動を 10 回実施する

ことに加え、10 団体の地方公共団体

等と、関係部局間における連絡体制

の構築等復旧・復興に資する関係を

構築する。 

ウ継承を目的とした東日本大震災

にかかる復興支援業務報告会、被災

宅地危険度判定広域支援研修、被災

宅地危険度判定士講習会を実施し

延べ314名が参加した。なお、発災に

備えた研修以外にも、地区防災計画

に関するパネルディスカッション、

災害対応全般に対する研修など、新

規の研修を企画・実施した。訓練に

ついては、本社総合災害対応訓練を

実施したほか、近畿地方整備局が主

催する発災時初動対応訓練や、全国

被災建築物応急危険度判定協議会

が主催する被災建築物応急危険度

判定連絡訓練に合わせて機構内部

における発災時の対応訓練を行っ

た。 

事前防災、復旧及び復興支援に係

る啓発活動については、「東日本大震

災の復興経験から得られた教訓等

（復興の計画策定・事前準備、事業

実施段階における留意事項等に関す

る教訓）」（以下、東日本大震災の教

訓等という。）についての啓発活動及

び住家の被害認定業務説明会での講

義を強化した。具体には、アーバン

インフラテクノロジー推進会議（都

市インフラ等に関わる民間企業や地

方公共団体で構成する団体の研究発

表の場）において、東日本大震災の

教訓等に関する論文を発表したほ

か、ぼうさいこくたい2021におい

て、実際に支援を経験した職員と学

識経験者によるパネルディスカッシ

ョンを実施するなど、９回の啓発活

動において東日本大震災の教訓等を

活用した。更に、内閣府との協定に

基づき、県等の実施する市町村向け

の住家の被害認定業務説明会におい

て、地方公共団体職員への住家の被

害認定調査の概要についての説明を

ついて十分に議論・調整がされてい

ない状況等の課題が見られたため、

相談対応を実施している。 

③ 発災時の円滑な対応に向けた活

動 

近年、豪雨災害が頻発している九

州支社に実員を配置し体制を整備

したことで、令和３年度は東北地方

整備局に１回、九州地方整備局に２

回リエゾンを派遣し、迅速に情報収

集を行うことができた。人材育成に

おいては計６回の研修に延べ314人

が参加するなど、災害時に円滑に対

応できる体制を強化した。既存の研

修についても、受講者からの意見や

国の動向等をふまえた改善を行い

研修内容の充実を図ったほか、オン

ライン対応または録画対応を実施

し、職員の受講機会の創出・受講者

増につなげ、職員の災害対応に関す

る知識の向上に寄与した。 

啓発活動に関しては、東日本大震災

の教訓等についての講演・講義等を

強化し、アーバンインフラテクノロ

ジー推進会議等においては、東日本

大震災の教訓等に関する論文を発

表し「事業の各段階に沿って、教訓

として整理した有益な内容」との評

価を受け奨励賞を受賞したほか、国

内最大級の防災イベント「ぼうさい

こくたい」において東日本大震災の

教訓等に関する講演や、教訓を継承

していくことについて学識者・機構

職員によるパネルディスカッショ

ンを実施し、参加者から「教訓によ

り、事前準備の重要性を認識でき

た」等の評価をいただいた。また、

兵庫県まちづくり技術センターが

主催した「まちづくり研修」におい

ては、東日本大震災の教訓等に関す

る講義を実施し、参加者から「今後
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17回行った。34回の啓発活動のうち

25回においてオンラインを活用し効

果的に実施した。 

復旧・復興に資する関係構築につ

いては、今年度新たに人員を配置し

た九州の３県、過去の被災県等を中

心に14団体と新たに関係を構築し、

発災時の連絡体制の構築や、平時に

おける相互の災害対応力の向上に関

する意見交換を実施した。東京都か

らは、東日本大震災等で実際の復興

現場に携わった経験を背景として都

市復興訓練への協力依頼を受け、訓

練のコーディネーターとして機構職

員を派遣し議論のサポートやアドバ

イスを行うと共に、東日本大震災で

の復興支援の事業手法や教訓等につ

いて講演を実施した。また、地方公

共団体における技術者不足と災害復

旧のノウハウ不足への対応として市

町村が相互支援する目的で設立した

近畿市町村災害復旧相互支援機構か

ら、機構の市街地開発事業や震災復

興事業等における経験や技術力等を

背景として依頼を受け、支援協力す

ることとした。令和３年度は、災害

時の派遣に備えた人材育成として、

派遣候補者向け研修を計４回（３回

は支援機構事務局等による講義への

参加、１回は機構独自）実施した。 

関係構築済団体に対しても、各地

方整備局が主催する会議体・訓練へ

の参画、講演の実施等各団体のニー

ズに合わせた連携を強化した。具体

には、関東地方整備局が主催する関

東防災連絡会への参加、大阪府が主

催する市町村向け住家の被害認定

業務説明会における講義の実施、機

構が主催する研修への神奈川県・神

奈川県住宅供給公社等の参加等の

連携を行った。上記の機関以外に

の業務の中で生かせる内容である」

等の評価をいただいた。 

令和２年度から実施している住

家の被害認定業務説明会において

は、今年度から概要、具体の調査方

法等講義の全編を機構にて担当し、

依頼元の要望に応じた構成で講義

を実施することができ、開催した地

方公共団体から「大変有意義であっ

た」との評価をいただいた。 

関係構築においては、東京都が定

める訓練計画において、東日本大震

災等での復旧・復興等における実践

的な経験内容を提供し、参加した市

区町村の職員から「復興事業の具体

的事例をもとにした助言や講義が

参考になった」といった声をいただ

くなど、市区町村職員の防災力向上

に寄与した。 

関係構築済団体に対しては、各団

体のニーズに合わせた連携を強化

した。具体的には、大阪府との意見

交換を通じ、府下市町村への研修対

応が不足していることを把握した

上で、住家の被害認定業務研修の講

師依頼を受け、合計２回実施し、評

価をいただいた。そのほか地方整備

局に対しては、各地方整備局が主催

する情報交換会等の会議体への参

加や訓練への参画、中部地方整備局

と連携した災害に強いまちづくり

セミナー、四国地方整備局と連携し

た災害に強いまちづくりシンポジ

ウムにおける講義の実施、関東地方

整備局との災害対応の連携に関す

る覚書締結など、連携を強化した。 

防災科研との共同研究において

は、内閣府が令和４年度に実施する

民間事業者への調査と連携しなが

ら、住家の被害認定調査を主軸とし

た危険度判定、罹災証明申請・発行、
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も、「国立研究法人防災科学技術研

究所」（以下、防災科研という。）と

は、災害に強い社会の実現に貢献す

ることを目指した取組を継続して

いる。具体には、災害時の応援受援

活動の円滑化を目的とした共同研

究（以下、共同研究という。）におい

て、令和３年度は応援側である民間

団体（建築士会、不動産鑑定士協会、

行政書士会、土地家屋調査士会、計

191 団体）へのアンケート及びヒア

リングを実施し、官民連携に関する

現状・課題の把握と応援受援体制の

あり方についての検討を実施した

ほか、防災科研が実施している街区

免震の試設計に対し、機構が実務的

な視点からの情報提供を実施する

など、互いの強みを活かした連携を

強化している。また、関西大学との

共同研究においては、「ハザードマ

ップ」及び「タイムライン」に関す

る施策の実態と有効性などを検証

する目的で、市町村（1,084 団体）

を対象にアンケート調査を実施し

た。令和４年度においても、引き続

きこれらの共同研究を実施し、関係

構築先と互いの強みを活かした連

携を継続していく。 

仮設住宅等の一連の生活再建等に

関する災害対応についての横断的

な支援（パッケージ支援）の仕組み

づくりへの貢献を目指していく。 

令和３年度から実施している関

西大学との共同研究においては、

「ハザードマップ」及び「タイムラ

イン」に関する効果・有効性等に関

する地方公共団体向けのセミナー

を実施するなど、関係構築先と互い

のノウハウ・リソースを活用し災害

に強い社会の実現への貢献を目指

していく。 

その他にも、関連会社である㈱関

西都市居住サービスが主催し、機構

と日本総合住生活㈱が共催、㈱ＵＲ

リンケージ、関西文化学術都市研究

センター㈱が協賛（国土交通省近畿

地方整備局、神戸市北神区役所、富

田林市、香芝市、広陵町、和泉市、

西宮市が後援）した災害写真展「地

域で守る、家族で支える、日本の災

害と復興展」が、市民の防災意識向

上に寄与したとして、西宮市長より

表彰を受けた。 

災害の頻発化・激甚化、大規模地

震発生に関するリスク増加、地方公

共団体の災害対応力の不足という

社会課題に対して、災害復旧工事マ

ネジメント業務や住家の被害認定

業務支援等の各種支援、これまでの

復旧・復興やまちづくり、災害対応

支援における知見を活用した啓発

活動や関係構築により対応した。 

このように、量及び質ともに年度

計画を大きく上回る成果をあげた

点を考慮し、Ａ評定とする。 

 

４．その他参考情報 

２．主要な経年データ②主要なインプット情報に記載の予算額と決算額に１．１倍以上の乖離がある理由は、不用による減によるものである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

  １ 政策的意義の高い都市再生等の推進 

    （３）都市開発の海外展開支援 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別法条文など） 都市再生機構法第 11 条２項６号等 

当該項目の重要度、難易度 － 関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度  Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

海外の都市開発事業等

に関して締結した協定・

覚書の件数 

（計画値） 

10 件 － ２件 ２件 ２件 － － 予算額（百万円） 122,463 133,795 99,907 － － 

海外の都市開発事業等

に関して締結した協定・

覚書の件数 

（実績値） 

－ － ２件 ３件 ２件 － － 決算額（百万円） 112,424 101,046 70,383 － － 

達成率 － － 100％ 150％ 100％ － － 経常費用（百万円） 171,372 122,341 98,801 － － 

        経常利益（百万円） 7,835 47,270 6,284 － － 

        行政コスト（百万円） 171,49 122,638 98,939 － － 

        従事人員数（人） 34 39 43 － － 

注）主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）については、次のとおり記載。①予算額、決算額：セグメント別支出額を記載。②経常費用、経常利益：セグメント別に記載。③従事人員数：年間平均支給人員数を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣によ

る評価 業務実績 自己評価 

 （３）都市開発の海外展開支援 

海外社会資本事業への我が国事業

者の参入の促進を図るための基本的

な方針において、海外における都市

開発事業について、機構に対して、公

的機関としての中立性や交渉力、国

内業務を通じて蓄積された技術やノ

ウハウを活用し、案件形成の川上段

階から積極的に関与することが求め

られている。 

このため、機構は、海外の都市開発

事業への我が国事業者の参入を促進

するため、民間企業単独での参入が

困難な大規模な都市開発の事業等に

ついて、関係府省、我が国事業者等と

相互に連携を図りながら協力し、地

区開発マスタープラン策定等のコー

ディネートを行うとともに、業務に

必要な人材の確保・育成を行うこと。 

 

（３）都市開発の海外展開支援 

民間投資を喚起し持続可能な成長

を生み出すための我が国の成長戦

略・国際展開戦略の一環として、海外

社会資本事業への我が国事業者の参

入の促進に関する法律（平成 30 年法

律第 40 号）第６条に規定する業務に

ついて、同法第３条の規定に基づき

国土交通大臣が定める海外社会資本

事業への我が国事業者の参入の促進

を図るための基本的な方針（平成 30

年国土交通省告示第1066号）に従い、

海外の都市開発事業への我が国事業

者の参入の促進を図る。具体的には、

民間企業単独での参入が困難な大規

模な都市開発の事業等について、地

区開発マスタープランの策定等の業

務を行う。そのほか、我が国事業者等

の連携体制構築支援や海外展開に当

たっての技術支援、専門家派遣等の

人的支援を行う。また、そのために必

要な情報収集及び人材の確保・育成

を図る。 

これらの実施に当たっては、機構

がこれまで蓄積してきた都市開発の

ノウハウ等を活用しつつ、関係府省、

我が国事業者及び関係公的機関との

連携を推進し、効果的に我が国事業

者の参入を促進し、10 件の海外の都

市開発事業等の協定・覚書を締結す

る。 

（３）都市開発の海外展開支援 

民間投資を喚起し持続可能な成長を

生み出すための我が国の成長戦略・

国際展開戦略の一環として、海外社

会資本事業への我が国事業者の参入

の促進に関する法律（平成 30 年法律

第 40 号）第６条に規定する業務につ

いて、同法第３条の規定に基づき国

土交通大臣が定める「海外社会資本

事業への我が国事業者の参入の促進

を図るための基本的な方針」（平成 30

年国土交通省告示第 1066 号）に従

い、海外の都市開発事業への我が国

事業者の参入の促進を図る。具体的

には、民間企業単独での参入が困難

な大規模な都市開発の事業等につい

て、地区開発マスタープランの策定

等の業務を行う。そのほか、我が国事

業者等の連携体制構築支援や海外展

開に当たっての技術支援、専門家派

遣等の人的支援を行う。また、そのた

めに必要な情報収集及び人材の確

保・育成を図る。 

これらの実施に当たっては、社会情

勢等を踏まえながら、機構がこれま

で蓄積してきた都市開発のノウハウ

等を活用しつつ、関係府省、我が国事

業者及び関係公的機関との連携を推

進し、効果的に我が国事業者の参入

を促進し、２件の海外の都市開発事

業等の協定・覚書を締結する。 

さらに、豪州については現地拠点

を設置し都市開発事業の支援を推進

する。 

＜主な定量的な指標＞ 

・海外の都市開発事業等に関して締

結した協定・覚書の件数 ２件 

 

＜その他の指標＞ 

・機構の海外展開支援に関係する研

修・視察の受入れ件数 

 

＜評価の視点＞ 

・海外の都市開発事業への我が国事

業者の参入を促進するため、民間

企業単独での参入が困難な大規模

な都市開発の事業等について、関

係府省、我が国事業者等と相互に

連携を図りながら協力し、地区開

発マスタープラン策定等の業務を

行うとともに、業務に必要な人材

の確保・育成を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・海外の都市開発事業等に関して締

結した協定・覚書の件数 ２件 

 

＜その他の指標＞ 

・機構の海外展開支援に関係する研

修・視察の受入れ件数 18 件 

 

海外の都市開発事業への我が国

事業者の参入促進を図るべく、事業

進展の各段階において、相手国機関

や企業との連携をはかりながら、都

市開発プロジェクトの計画策定・事

業支援を進めた。 

具体的な事例は以下のとおり。 

インドネシアのジャカルタ首都

圏における国鉄やＭＲＴ（地下鉄）

の鉄道駅周辺における公共交通指

向型開発（ＴＯＤ）分野を担う公営

企業であるジャカルタ首都圏交通

統合公社（以下、ＭＩＴＪという。）

との間で、機構が経験、知見を有す

るＴＯＤに関する意見交換を続け

てきた。令和３年度、ＭＩＴＪが行

うジャカルタにおける新たなＴＯ

Ｄプロジェクトの実現の支援、並び

に日本において機構が長年培って

きたＴＯＤの経験及び知見の提供

によるＭＩＴＪ職員の能力向上を

目的とした覚書を交換した（令和４

年１月）。覚書交換後は、ＭＩＴＪと

ともに、ジャカルタ首都圏の中心部

におけるＴＯＤにおいて日本企業

参画機会の創出を踏まえた検討に

共同で着手している。 

カンボジアでは、経済財政省と機

構の間で、機構が経験及び知見を有

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（３） 

評定：Ｂ 

 

＜評価の概要＞ 

海外の都市開発事業等への我が

国事業者等の参入促進を目的に、都

市開発プロジェクトの計画策定・事

業支援への新たな着手に係る業務

を行っているが、コロナ禍により海

外渡航を実質的に停止せざるを得

ない状況が令和３年度も続いてお

り、相手国機関との連携や新たな関

係構築に支障をきたす状況下では

あったが、ウェブ会議等を駆使して

先方との協議を重ねて関係構築を

進めた。その結果、インドネシアと

カンボジアにおいて、公共交通指向

型開発や公有地開発等にかかる計

画策定及び事業支援に関して、当初

の目標通り２件の覚書交換が実現

でき、日本企業の進出可能な案件組

成に向けた検討・協議を推進する体

制を構築したこと及びウェブセミ

ナー等を通して相手国との関係構

築や機構の都市開発実績・知見を共

有できたことが評価できる。 

また、大規模都市開発のプロジェ

クトに係る海外への支援に係る業

務として、オーストラリア・西シド

ニー新空港周辺開発に関して、技術

支援を推進するとともに、機構で初

となる海外事務所設置を行った。こ

れにより、コロナ禍においても継続

的かつ有用な支援を行うことがで

き、現地での情報取得やニーズの把

握等により、新規案件の発掘や関係

構築の強化を行うことができたた

め、今後の大きな成果が期待され
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する公有地の有効活用に関する意

見交換を続けてきた。令和３年度、

プノンペン都における公有地の有

効活用に必要な意見交換や情報共

有を図ることを目的とした覚書を

交換した（令和４年３月）。上記覚書

交換後、日本企業参画を念頭にプロ

ジェクト組成について検討を予定

している。 

なお、過年度から継続して支援し

ている国のうち、主要な国において

は以下のとおり支援を進めている。 

オーストラリアについては、支援

の強化を目的として、令和３年４月

に現地事務所を開設し、現地に職員

３名が駐在して、ウェスタン・パー

クランド・シティ公社（以下、ＷＰ

ＣＡという。）をはじめとした相手

国機関への支援活動や新規の案件

形成に向けた業務を行った。 

令和元年に締結した西シドニー

新空港周辺エリアの開発に関する

まちづくり計画の策定支援につい

て、ＷＰＣＡとの間のアドバイザリ

ー契約は令和３年９月に業務が完

了したが、引き続き平成 30 年度に

交換したニューサウスウェールズ

州との覚書に基づき、「在豪日本大

使館主催の第５回日豪インフラネ

ットワーキング会合」や「ＮＳＷ州・

西シドニーにおける「みちびき」と

宇宙データが拓く次世代の都市開

発セミナー」等会議・セミナーによ

り日本企業参入に向けた情報発信

を実施し、西シドニー新空港周辺エ

リアの都市開発に関する日本企業

の進出に向けた支援を推進した。ま

た、ＮＳＷ州の公共住宅供給公社で

あるＬＡＨＣ（Land-And-Housing-

Corporation）と今後の連携につい

て意見交換を行うなど、新たな関係

る。タイにおいても、タイ国鉄所有

地における大規模都市開発の計画

策定等に係る支援に関して、マスタ

ープランの実現に向けての支援や

日系企業の事業参画に向けた支援

により、事業の推進が期待される。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

覚書を交換した２件については、

いずれも過年度から関係構築を進

めてきた成果であり、具体的なプロ

ジェクトの検討に着手するなど、我

が国事業者の参入促進に向け、次の

ステップに繋がったという点で評

価できる。 

個々の案件に関して、インドネシ

アについては、機構の日本における

ＴＯＤ開発の経験や知見について

高く評価され、覚書の交換に至るこ

とができた。本覚書に基づきジャカ

ルタ首都圏の主要駅を含む 82 駅の

ＴＯＤ開発にかかる権限と使命を

持つＭＩＴＪのＴＯＤプロジェク

トの組成推進に向けて連携するこ

とは、インドネシアにおいて、都市

交通の課題解決に向けて非常に高

い社会的意義があり、日本企業の進

出が進んでいない公有地での都市

開発分野における日本企業の事業

機会創出という意味で意義深い。 

カンボジアについては、機構の日

本における公有地の有効活用等の

実績や知見に関して、カンボジアの

公有資産管理機関である経済財政

省から高く評価され、覚書の交換に

至ることができた。本覚書に基づ

き、プノンペン都の公有地の有効活

用推進に向けて連携することは、カ

ンボジアにおいて、都市交通、防災

等の課題解決に向けて非常に高い

社会的意義があり、日本企業の進出
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構築を行った。 

タイについては、国交省・タイ運

輸省、タイ国鉄との間で令和２年度

に締結した協力覚書に基づく、タイ

国鉄所有地における大規模都市開

発の計画策定等に係る支援につい

て、タイ側の幹部や関係機関が参加

するステアリングコミッティにお

いて、開発の方向性や必要な検討事

項についてプレゼンテーションを

実施。インフラ整備計画や開発ガイ

ドライン等で一体性を確保しつつ、

段階的に都市開発を進めることを

確認しながら、日本側の提案したマ

スタープランの実現に向けての支

援を行っている他、日系企業向けの

都市開発セミナーにより日系企業

の事業参画に向けた検討促進を支

援している。 

このほか、海外への日本企業のイ

ンフラ展開のさらなる推進に資す

るべく、公的機関で連携し、開発途

上国における包摂的で住みよい都

市環境整備と本邦企業の海外展開

を推進することを目的として、独立

行政法人国際協力機構（以下、ＪＩ

ＣＡという。）との間で覚書を交換

した。（令和４年３月）。本覚書を踏

まえ、日本型のＴＯＤの海外におけ

る展開に向けた共同検討やＪＩＣ

Ａが行う上流段階でのマスタープ

ランなどの相手国への計画策定支

援による成果を日本企業が参画可

能な具体的なプロジェクトにシー

ムレスにつなげることを目指し、検

討に着手している。 

人的支援に関しては、ＪＩＣＡ長

期専門家としての技術職員の派遣

や、ＪＩＣＡ本部、独立行政法人日

本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、株式

会社海外交通・都市開発事業支援機

が進んでいない公有地での都市開

発分野における日本企業の事業機

会創出の可能性を探るという意味

で意義深い。 

過年度覚書を交換した国におい

ても、我が国事業者の参入に向け、

課題抽出や案件発掘、具体的検討を

適切に実施している。 

オーストラリアでは、現地事務所

の設置により、ＷＰＣＡへの支援体

制の強化、新規案件の発掘や関係構

築の強化を図る拠点として様々な

情報や相手方の課題やニーズを迅

速かつ正確に把握することができ

るようになり、新規案件の発掘や相

手国の公的な住宅関係機関などと

の新たな関係構築も始まっており、

今後の展開に期待ができる。 

タイ国鉄所有地における大規模

都市開発の計画策定では、ステアリ

ングコミッティにおいて開発の方

向性や必要な検討事項についてタ

イ側と共有できており、また日系企

業側への事業参画に向けた検討促

進の支援を行ったことにより、事業

の推進に寄与している。 

ＪＩＣＡとの覚書交換について

は、今回の覚書交換により、機構が

60 年以上にわたって培った住宅・都

市開発事業の知見と、ＪＩＣＡのＯ

ＤＡによる社会インフラ整備やマ

スタープラン策定支援等とを組み

合わせることで、都市計画にかかる

上流段階のマスタープラン策定支

援を日本企業が参画する具体的な

プロジェクトへシームレスにつな

げることで、大きな相乗効果を生み

出すことが期待できる。 

人的支援では、ＪＩＣＡ長期専門

家や、各機関への職員を派遣し、各

組織においてＵＲ都市機構の都市
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構（ＪＯＩＮ）等への職員の派遣に

より、各機関との連携強化及び人的

支援を推進した。また、人材育成に

関して、復職職員は海外展開支援部

へ原則配置した。さらに、海外展開

支援業務を希望する職員の社内公

募を実施し、３名の職員を令和４年

度の定期異動にあわせ海外展開支

援部に配置することとした。 

海外の都市開発事業への日本企

業の参入促進にあっては、コロナ禍

により渡航が困難になったことか

ら、対面式での海外からの視察・研

修は、令和２年度に引き続き令和３

年度も実施ができなかったが、計 18

件のウェブセミナーを開催し、海外

にいる政府関係者や民間企業等に

対して機構や日本の知見を紹介す

ることができた。 

開発等にかかる知見の共有やノウ

ハウを伝えることができた。人材育

成面では、派遣終了後の復職職員

が、派遣先で得た知識と経験を、職

員間で共有を図ったことにより、今

後の海外部門の事業展開や海外展

開支援業務に従事する職員のモチ

ベーション向上への効果があった。 

このように、量及び質ともに年度

計画と同等の成果をあげた点を考

慮し、Ｂ評定とする。 

 

 

４．その他参考情報 

２．主要な経年データ②主要なインプット情報に記載の予算額と決算額に１．１倍以上の乖離がある理由は、不用による減によるものである。 

 

  


